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町からのお知らせ

　平成 31 年（令和元年）１月から12 月の一年間に納付された後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に社
会保険料控除として申告することができます。平成 31 年中（令和元年中）に保険料を納付書又は口座振替に
て納付いただいた方に、納付証明書（申告用）を１月下旬に郵送します。
　年金から天引きされている方は、平成 31 年分（令和元年分）公的年金等の源泉徴収票に記載されています
ので、納付証明書は郵送しません。
　なお、年金から天引きされている方で、納付証明書が必要な場合は、福祉課保険年金係に申請してください。

後期高齢者医療保険料の納付証明書（申告用）について
問 福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

平成 31 年分（令和元年分）

　町では、児童生徒を交通事故や自転車運転時の転倒から身を守るための自転車用ヘルメットの着用を推進するた
め、自転車用ヘルメットの購入費を補助しています。
▽交付対象者　　町内に住所を有する小・中学生の保護者
▽対象となるヘルメット
　　平成３１年３月１日から令和２年２月末日までに購入した新品のものであり、一般社団法人製品安全　
　協会が定める SG 基準に適合するものとして同協会の認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を
　満たしていると町長が認めたもの
▽補助の回数（各１回）
　①小学 1 年生～ 3 年生時　　②小学４年生～６年生時　　③中学校時
▽補助金額
　ヘルメット購入金額の２分の１以内の額とし、１回につき 1,500 円を限度とする。（100 円未満は切り捨て）
▽申請書類
　①交付申請書（ホームページ、教育学習課、町立小中学校で取得できます）
　②領収書の原本又はヘルメット購入金額を証明できるもの
　③購入したヘルメットが安全基準を満たしていることを証明できるもの
　④申請者の住所氏名が確認できるもの
　⑤振込金融機関名・口座番号を確認できるもの
　⑥印鑑
▽申請期限・提出先　　令和２年３月６日（金）
　　　　　　　　　　　町立小中学校又は教育学習課で申請を受け付けます。

小中学生の自転車用ヘルメットの購入を補助します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

もしもの時に備えましょう！

石井行政書士事務所
相続・遺言・遺産分割協議書の作成

成年後見（任意後見）・農地転用許可

申請取次に関する資料作成・帰化申請等

会社設立・知的資産経営報告書作成支援

行政書士

〒８４１－０２０１ ☎０９４２－４８－５０４４
基山町大字小倉３３２番地３２（高島団地北2丁目）

（全国相続協会相続支援センター・ 三養基郡基山相談室）

石　井　貞　好

〈　ご相談・お問い合わせ先　〉
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        も と ざ く ら ココ

   デイサービス　 本 桜

鳥栖
　　　　　基山町本桜1673番地98
　　　　　　ＴＥＬ　0942-85-9991 けやき台駅

月極駐車場

歯医者さん
白坂信号

筑紫野 ← ３号線 →

楽しく通って、ちょっと気分転換に、お泊りも

できます。介護が必要な方も大丈夫です。

ご家族もほっと一息しませんか？
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昭和 37年から昭和 53年生まれの男性の方へ

風しん5期の定期予防接種について

全国的に風しん患者が発生していることから、これまで定期予防接種の機会がなく、特に風しん抗体価の低い世代
の男性を対象として、風しん抗体検査・予防接種事業を行います。クーポンの有効期限は令和２年３月 31日（火）ですが、
年度末になると希望する方が殺到する可能性がありますので、できるだけ早めの受診がおすすめです。

先天性風しん症候群予防
県・町では、先天性風しん症候群予防のために、事業を行っています。今回の定期予防接種対象者以外にも、次の方を対象に抗
体検査・予防接種費用助成事業を行っています。希望される方は事前に、保健センターへ申請をお願いします。

対象者

予防接種を行う時点で基山町に住所を有し、以下条件に当てはまる方

　昭和 47 年４月２日～昭和 54 年４月１日生
風しん抗体検査・予防接種を受ける為のクーポンを
7 月上旬に送付しています。紛失された方は再発行
を保健センターで行います。

　  昭和 37 年４月２日～昭和 47 年４月１日生 事前に、保健センターまで申請し 
てください。クーポン券を発行します。

自己負担額 無料

実施内容
①風しん抗体検査
②麻しん風しん予防接種（①においてＨＩ法８以下相当の場合）

▽実施医療機関
　①全国の当事業を実施している医療機関
　②職場等での特定健診の機会
▽受診時に持参する物
　・風しん抗体検査・予防接種クーポン券
　・保険証など本人確認できるもの

※クーポンの有効期限は、令和 2 年 3 月 31日（火）です。

▽対象
①妊娠を希望する女性
②風しん抗体価が低い妊婦の同居者（基山町に住所を有する方のみ）
※②の場合、証明できる母子健康手帳等のご持参をお願いします。

　　 風しん予防はなぜ必要なの？
風しんは、感染者の飛沫（唾液のしぶき）等によって、他の人にうつる感染力が強い疾患です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染
すると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出ること）になる可能性があります。大人になって感染すると、
無症状から軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を併発することがあります。また、本人は無症状でも他の人に風しん
をうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、社会全体が免疫を持つことが重要です。

※申込み・問合せは基山町保健センターまで　☎９２－２０４５

　　 風しん予防はなぜ必要なの？

▽対象者について
抗体検査及び予防接種を行う時点で、基山町の住民
の方でないと対象になりません。クーポンが届いた後
に転出された場合は、必ず、新しい住所でクーポン発
行をしてもらってください。




